
今後、保育所・認定こども園・

幼稚園で、新型コロナウイルス

感染症が発生した場合、 

「臨時休園」 

にすることがあります。 
 
●今後、市内の保育所・認定こども園・幼稚園に 

おいて、園児や保育者等に感染者が発生した場合は、

「臨時休園」の対策を講じることがありますので、

あらかじめご理解をお願いいたします。 

（※実際に「臨時休園」となる場合は、 

速やかに園を通じてご連絡いたします。） 
 

●「臨時休園」の期間は、２週間を目安とします。
（感染状況によっては、延長する場合があります。） 

 

●引き続き、うがいや手洗いなどの対策や検温を 

毎日行っていただくなど、お子さまはもとより、 

保護者の皆さまにおかれましても、体調管理に 

留意いただきますようお願いします。
 

 
 

砺波市教育委員会 こども課 

ご 連 絡 令和２年４月２日 


